
 

 

道路防災点検における定量的な危険度評価 
システムの高度化に関する提案 

 
 
 

原田 紹臣1 
 

1正会員 博（工）京都大学大学院農学研究課（〒606-8502 京都市左京区北白川追分町） 

E-mail:harada3@kais.kyoto-u.ac.jp 

 

我が国においては，昭和43年に発生した飛騨川バス転落事故を契機に道路防災点検が開始され，これま

で多くの技術知見等が蓄積されてきた．今後，これらの技術を発展途上国等に移転していくことが望まれ

る．その際，我が国における危険度評価システムの一部は，専門技術者による定性的な総合的判断に基づ

く評価が必要である．そこで，専門的な技術を要さない海外での適用拡大や近年の説明責任における意思

決定経緯の明確化を目的に，これまで蓄積されてきた既往の危険度評価結果を活用して，現行の手法に対

して補完させる定量的な評価システムを提案した．なお，既往点検結果に対する分析の結果，現行の危険

度評価システムにおいて着眼されている傾向が実際の点検における傾向と異なる可能性が示唆された． 
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1. はじめに 

 

昭和43年8月に発生した一般国道41号の飛騨川バス転

落事故（土砂災害；104名死亡）1)を受けて，我が国では

同年9月以降に道路防災点検（第1回目）が実施された．

その後，道路において多発する災害とそれに対応した定

期的な点検の実施が繰り返されており，平成8年2月に発

生した一般国道229号における豊浜トンネル崩落事故

（20名死亡）2)を契機に，同年8月において，現在でも運

用されている点検要領3)の危険度評価システムが提案さ

れた．そして，その後に第9回目となる道路防災点検

（総点検）が実施された．さらに，平成18年9月におい

て，それまでの点検要領の一部が改訂（ただし，軽微な

点検項目の追加のみ）され，現在もなお変更されずに運

用されている．これまで，この改定された点検要領3)に

準拠して，多くの箇所において点検（安定度調査；危険

度評価）が実施されてきた． 

一方，近年において，道路管理施設（例えば，擁壁や

吹き付けモルタル等）の老朽化に伴う変状や劣化等によ

って多くの災害が報告されており，適切な防災対策工事

の実施が課題となっている．特に，緊急避難路に指定さ

れている幹線道路や高規格のバイパス道路等の重要幹線

等において発生した災害によって通行に問題が発生した

場合，社会的な問題（例えば，高速道路において発生し

た盛土崩壊4)）となることが多く，更なる点検精度の向

上や危険度評価（安定度調査）結果の決定までにおける

経緯の透明化が重要であると考えられる．また，海外の

発展途上国においても，我が国と同様の地形や土地利用，

気象条件を保有する国も多く存在しており，我が国にお

ける道路防災技術（例えば，事前の点検による危険度評

価手法）の適切な技術移転が望まれている5)． 

 我が国での道路防災点検における危険度評価システム

は，点検要領3)において現象毎（表-1）に対してそれぞ

れ示されている安定度調査表（例えば，図-1や図-2）を

用いて，対象箇所毎の現地状況に応じた対応方針（表-

2）がそれぞれ決定されている．その際，これまで我が 

 
表-1 道路防災点検で対応する主な災害現象と対象要件1) 

現象 対象要件（抜粋） 

盛土 ・高さ5m以上の盛土で集水地形の箇所等 

落石・崩壊
・高さ15m以上の法面，自然斜面または勾配45度以上

の自然斜面等 

地すべり ・地すべり危険箇所または地すべり防止区域等 

擁壁 ・変状した場合に周囲に影響を及ぼす擁壁等 

土石流 
・道路を横断して流下する流域面積1ha以上で最急渓

床勾配10度以上の渓流等 

橋梁基礎 

洗掘 

・河川区域内に設けられた橋梁のうち、洗掘の可能性

のある橋梁等 

雪崩 

・「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関

する特別措置法」に基づく「積雪地域」で発生区の斜

面勾配が25度以上の箇所等 
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図-1 道路防災点検の危険度評価時に運用されている安定度調

査表様式の例（盛土）3) 

 

 

 

図-2 安定度調査表における各要因と評価配点（重み）の例3) 
 

表-2 危険度評価（安定度調査）における対応方針とそれらに
対応した本稿における表記 

対応方針 本稿における表記 

・対策が必要と判断される． 要対策 

・防災カルテを作成し対応する． 経過観察 

・特に新たな対応を必要としない． 対策不要 

 

国において蓄積されてきた多くの技術知見に基づいて提

案された災害に直接的に影響を与えると考えられる各評

価項目（例えば，素因，誘因等）や現地で確認された変

状と，これらに対応した危険度に関する定量的な評価配

点が安定度調査表内において示されている（図-2）．た

だし，これらの評価配点は初期において試行的に設定さ

れて以来，これまで一度も見直しがされていない．そし

て，点検者や管理者はこれらの評価システムに基づいた

現地状況の把握により，各評価配点に基づいて点検箇所

毎にそれぞれ最終評点を算出し，この評点が高い箇所か

ら，防災対策工事が必要な箇所等（表-1）を決定してい

る． ただし，この評価システムは全国において一律的 
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図-3 本研究の流れ 

 

に運用されているため，地域の特性等の違いが考慮され

ておらず，最終的な対応方針（表-1）の意思決定は最終

評点（図-2）以外の「その他の要因」も含めた技術者に

よる「定性的な総合的判断に基づいた決定」とされてい

る．このため，対応方針の意思決定までにおける経緯が

不明瞭であると考えられる．また，定性的な総合的判断

によるため，これまでの本評価システムを用いた点検結

果において，同じ箇所に対して複数の点検者がそれぞれ

評価した場合に，点検者毎にそれぞれ異って評価する可

能性が考えられる．これより，企業間や点検技術者間に

おける危険度に対する評価水準の相違や，人事異動や年

次毎の契約変更による対応方針に関する意思決定者の交

代等に対応するため，管理管内における評価水準に関す

る整合を確保する新たなシステムが望まれる．さらに，

本危険度評価システム3)に関して，平成8年度の運用が開

始されてからこれまでの間において，筆者らが知る限り，

適用の妥当性等に関して精査された既往研究は殆ど存在

しない5), 6), 7), 8)． 

 そこで，図-3に示されるとおり，本研究では防災点検

においてこれまで蓄積されてきた危険度評価（安定度調

査）結果の一部を用いて，対応方針（表-2）と最終評点

（図-1）との関係について，感度分析により，現行にお

ける評価システムの妥当性について考察する．次に，点

検技術者間における危険度に関する評価水準の整合を確

保する一つの手段として，欧州における橋梁アセットマ

各要因と評価配点（図-2参照） 

最終評点（定量的な評価値）

対応方針の意思決定（表-１参照） 
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ネジメント手法を基にした筆者らの先行研究11)を参考に，

現行の安定度調査表の補完として，既往の安定度調査結

果を対象にした統計解析により，対応方針の意思決定経

緯を明確にした定量的な危険度評価システムを提案する．

最後に，これらの提案する手法を活用した今後の道路防

災点検における運用方法や防災対策工事の対策優先度に

関する検討手法を提案するとともに，今後の課題等につ

いて示す． 

  

 

2. 現行の危険度評価システム運用に関する検証 

 

 これまで道路防災点検時に運用されてきた現行の危険

度評価システム（安定度調査表）の適用性や妥当性につ

いて考察するため，比較的に多くの災害が報告されてい

るある管内における全道路（幹線道路）を対象に，これ

まで実施されてきた安定度調査結果（主に，平成8年や

平成18年に実施された結果；有効調査表数 404）を用い

て分析し，検証する．なお，現行の評価システムに関し

て，対応方針（表-1）と最終評点との関係性について明

確ではないため，各対応方針についてそれぞれ一般的と

考えられる配点（要対策：100，経過観察：50，対策不

要：0）を設定し，安定度調査表で算出された最終評点

との相関分析（単回帰分析）により，妥当性について検

証する．なお，解析対象である既往の安定度調査結果は，

複数の点検団体（民間企業等の9団体）における主点検

専門技術者（計21名；計21班）により実施された結果で

ある．また，対象とする現象については，一般的な災害

現象（8種類3）；表-1）としている．ここで，解析対象

である既往の安定度調査結果における対応方針の割合を

図-4に示す．図-4に示されるとおり，「対策不要」箇所

についても解析の対象としており，安定度調査表におけ

る各評価配点（例えば，図-2）の安全側への評価に関す

る妥当性（過剰な重みの有無）についても考慮している． 

 点検箇所の危険度評価（安定度調査）における最終評

点（図-1）と対応方針（表-1）との関係に関して，現象

毎に分析した結果を図-5に示す．図-5に示されるとおり，

一部の現象（地すべり）を除いて，全体として関係性が

低い結果であることが確認された（一般的に，相関係数

は0.7以上で相関が高いとされている）．これは，本稿

では詳細には示さないが，前述にも示すとおり，各点検

者間や点検団体間において危険度評価水準の傾向が異な

っていることに影響を受けていることによるものと考え

られる．なお，「地すべり」の相関が高い要因として，

対象となる箇所に関して，今回の道路防災点検において

新たに抽出された箇所ではなく，殆どの対象箇所におい 

対策が必
要と判断
される
33%

防災カル
テを作成
する 21%

特に新た
な対応を
必要とし
ない 46%

 
図-4 分析に用いる既往点検結果における各対応方針の割合 
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道路防災点検における主な現象  

 

図-5 各現象における最終評点（安定度調査表）と対応方針

（意思決定結果）との関係 

 

て既に対応方針等が検討されている危険箇所（地すべり

危険箇所または地すべり防止区域）であり，道路防災点

検での意思決定において，これらの既知の情報が点検や

対応方針の意思決定に強く影響を与えたことに伴って，

点検者間や最終評点と対応方針との間において，あまり

差が発生しなかったことによるものと推測される．さら

に，「地すべり」の点検については，工学的な技術知見

だけでなく，応用理学（地質）的な技術知見も必要とな

ることより，各企業内において地質専門技術者等による

限られた点検員で構成されている一般的な傾向が，点検

結果内に記載されている点検員の名前等より確認された．

ただし，他の現象においては，この様な現象毎に応じた

点検者の固定化等の傾向について殆ど確認されなかった． 

 これらの結果より，今回対象としている管内において

運用されている安定度調査表に関して，対応方針と最終

評点との関係性を高めるための更なる高度化（工夫）が

必要であることが確認された． 

 

 

3. 現行評価システムの高度化に関する提案 

 

現行の安定度調査表（ただし，「地すべり」以外）の

更なる高度化に関して，前述で用いた同様の既往安定度
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調査結果を活用して，新たに提案するものとする．なお，

本稿では，前述に示すとおり，我が国の重要な幹線道路

の一つである高速道路等においても多くの対象箇所とな

っている「盛土」に関して，詳細に示す． 

 図-1に示される安定度調査表において記載されている

現地での点検結果（変状）や，災害や変状に対して直接

的に影響を与えると考えられる主な各要因（説明変数）

を表-3に示す．表-3に示されるこれらの要因は，これま

で，我が国において蓄積されてきた技術知見3)に基づく

ものであるため，これらの要因の選定に関する妥当性に

ついては特に問題が無いと考えられる．ただし，前述に

も示すとおり，各要因に対応した評価配点の妥当性につ

いてはこれまで殆ど議論されていない．そこで，安定度

調査表において設定されている各要因（表-3）における

各評価配点（例えば，図-2）の重みに関して，前述と同

様の対応方針に対して設定した定量価値（要対策：100，

経過観察：50，対策不要：0）への影響度について，重

回帰分析により検討する． 

既往の各要因が対応方針に与える影響（重み）の違い

と現行の安定度調査表における各評価配点の重みの割合

との対比を図-6に示す．図-6に示されるとおり，現行に

おける危険度評価システム（安定度調査表）では，対応

方針の意思決定に関して，盛土変状の要因（素因や誘

因：表-3に示される地下水等に関する横断排水状況等
3））に対して最も着眼されている．しかしながら，実際

に運用されている点検や危険度評価においては一部異な

っており，現地で把握された盛土の変状が最も対応方針

に影響を与えていることが新たに分かった．一方，近年

に発生した盛土崩壊の機構において，重要な要因の一つ

として報告4)されている「盛土材料」は，実際の道路防

災点検時の危険度評価に際して，あまり重要視されてい 

 
表-3 安定度調査表（盛土）における主な要因（説明変数）3) 

説明変数 概 要 

横断排水 
・盛土を横断する排水施設の異常が盛土崩壊等に影響

を与えることが多いため，排水機能等により評価 

地 下 水 
・地下水や表面水の浸透による盛土法肩部のすべり等

が多いため、排水施設や地山の湿潤状況等により評価

基礎地盤 
・盛土基礎が軟弱地盤や移動土塊等の場合、降雨時に

変形等が生じるため、安定地盤の有無等により評価 

渓流状況 
・渓流横過部での土石流による被害が最も多いため、横

過する渓流内の土砂堆積状況等により評価 

河 川 水 
・盛土のり尻において、河川の流水による影響を受けて

浸食するため、河川と盛土との位置関係等により評価 

盛 土 材 
・盛土材はその性質により雨水の侵食を受けやすいもの

等があるため、その材料の種類により評価 

盛土変状 
・現地にて確認された法面のはらみだしや擁壁の亀裂、

盛土天端の路面におけるクラックや陥没等により評価 

対策効果 ・災害要因に応じた対策状況により評価 

ないことが分かった．ただし，「盛土材料」に関しては，

一般的に過去における施工の履歴や情報が管理されてい

ないことも多く，現地での点検だけでは盛土材料の特定

が困難であり，今後における課題であると考えられる．

なお，本重回帰分析の有意度は1.0×10-7（一般的に，1.0

×10-2未満で有意である）で，相関係数は0.75（＞0.7）

であった（表-4）． 

 次に，本重回帰分析より得られた対応方針（表-2）に

対して影響を与えると考えられる説明変数（表-3）に関

して変数減少法により精査し，説明変数（各要因）と目

的変数（対応方針）との関係に対応した新たな定量的な

評価システム（重回帰式）を式 （1）に提案する． 

481.60.43.3364.8161  fedcbay  (1) 

ここに，y1 は目的変数（対応方針）の評価値（0～100：

評点が高くなるに伴って危険度が高い），a は「盛土変

状（表-3）」の有無（現行における安定度調査表におけ

る各評価配点を使用，以降同じ），b は「渓流の状況」

の「横断排水（施設の現状）」，c は「基礎地盤」，d  

は対策効果（対策工の評価），e は「地下水（地下水や

表面水の盛土への影響）」，f は「渓流の状況」の

「渓流現況」である． 

さらに，これらの各要因（表-3）以外の要因に関して，

対応方針に影響を与える「その他の要因」の有無につい

て把握するものとする．なお，近年の限られた財政の中 

 
表-4 分析条件及び結果 

項 目 分析条件及び結果 

分析手法 重回帰分析 

目的変数 既往の安定度調査結果における対応方針

説明変数 表-3 

相関係数 0.75 

0

5

10

15

20

25

対
応

方
針

に
与

え
る

影
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（％
）

安定度調査表内の要因
回帰分析結果における寄与率の重み

安定度調査表における評価点の重み  

図-6 安定度調査表における各要因の重みと分析により得られ

た実際の対応方針決定時に考慮されている重みの違い 
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で，社会的要因や位置付けの高い防災対策箇所から段階

的に防災対策工事を推進していく傾向に配慮して，式

（1）で得られた評価システムで算出される評点（y1）

の補足として，安定度調査表内において整理されている

社会的要因（例えば，対象箇所における迂回路の有無，

バス路線の該当有無）や規模（対象区間の距離）等につ

いて着眼するものとする（表-5）． 

表-5に示される社会的要因も考慮した各要因の違いが

対応方針の意思決定に与える影響度の割合を図-7に示す．

図-7に示されるとおり，式（1）で考慮している要素が

対応方針に対して強く影響（約6割程度）を与えている

が，「その他の要因」である「規模（延長）」や「社会

的要因（DID区間，バス路線等）」についても，対応方

針に約4割程度の影響を与えていることが分かった．こ

れより，式（1）の更なる高度化を目的に，同様に変数

減少法を用いて，社会的要因等も考慮した重回帰式を式

（2）に提案する． 

1902.07.58.80.7171.1  FEDCBAy  (2) 

ここに，y は社会的要因等も考慮した最終評点，A は式

（1）で得られる y1（補正後の要素），B はDID区間の該

当有無（該当：2.0，非該当：1.0），C はバス路線区間

の該当有無（該当：2.0，非該当：1.0），D は迂回路の 

 
表-5 ｢その他の要因｣に関する主な説明変数 

説 明 変 数 概 説 

補正後要素 式（１）で算出される評点（y1） 

延 長 対象区間における路線延長（m） 

D I D 区 間 人口集中地区（DID）区間の該当有無 

バ ス 路 線 バス路線区間の該当有無 

迂 回 路 当該箇所における迂回路の有無 

事前雨量規

制区間指定 

当該箇所における事前雨量規制区間指定の該当 

有無 
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に
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度
（
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）

安定度調査表内の要因（その他の要因）  

図-7 防災対策箇所の規模や社会的要因等の違いが対応方針に

与える影響度の割合 

有無（該当：2.0，非該当：1.0），E は事前雨量規制区

間の該当有無（該当：2.0，非該当：1.0）および F は規

模（対象路線延長：ｍ）である．ここで，式（2）で得

られた最終評点と対応方針との関係を明確にするため，

試算により各対応方針に対応した最終評点の閾値を表-6

に示す． 

 上記までの既往安定度調査結果を用いた分析によって

得られた社会的要因等も考慮した新たな評価システム

（式（1），式（2）および表-6）の妥当性（適合性）に

関して，その他の現象（表-1；ただし，地すべりを除

く）についても検討した結果を図-8に示す．図-8に示さ

れるとおり，各現象とも概ね8割程度以上の適合率が確

保されていることが分かった．なお，適合しなかった主

な要因として，点検や安定度調査表の作成時における人

為的エラー（例えば，対応方針決定に関する補足説明記

事と評価配点加算との不整合）が確認された．これより，

今回提案する評価システムは，安定度調査結果の精査に

おいても有効な手段であると考えられる． 

また，適合しなかったその他の要因として，対策効果

に対する点検技術者間における評価水準の違いや，安定

度調査表において考慮されていない新たな変状種類（例

えば，斜面吹付モルタルの劣化）への対応に関して適合

していないことが確認された．今後，これらの課題につ

いて，現行の安定度調査表様式（図-1）の見直しが望ま

れる．さらに，前述にも示すとおり，式（2）で得られ

た評点は社会的要因等の違いについても考慮されるとと

もに，点検技術者や管理者等の意思決定に関する傾向が

定量的に反映されているため，防災対策工事の対策優先 

 
表-6 社会的要因等も考慮した最終評点と対応方針（意志決

定）との関係 

式(2)による最終評点 対応方針 

y � 39 特に新たな対応を必要としない 

39 ＜ y ≦ 70 防災カルテを作成する 

70 ＜ y 対策が必要と判断される 
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図-8 新たな評価システムによる各現象における対応方針との

適合率 
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度評価の検討おいても有効な手段であると考えられる． 

そこで，これまで提案してきた新たな危険度評価シス

テムの運用方法を図-8に提案する．図-8に示されるとお

り，先ず，現行における安定度調査表に準拠した現地で

の状況把握および安定度調査表の作成により，今回提案

する評価システム（式（1）や式（2））を用いて初期に

決定された危険度（安定度）について精査し，点検時等

における人為的エラー等の抽出を行う．そして，特に問

題が確認されなかった場合においては，得られた最終評

点により，対応方針および防災対策工事の対策優先順位

について決定することが有効であると考えられる． 

 これまでの検討よって，現在も全国的に運用されてい

る現行の安定度調査表を有効に活用するための新たな工

夫（補完的な評価システム）が提案された．しかしなが

ら，本研究は限られた条件での検討であり，今回得られ

た評価システムの汎用化までは至っていないため，今後，

更なる高度化および検証が必要であると考える． 

 

 

5. おわりに 

 

 本研究では，これまで運用されてきた道路防災点検の

危険度評価（防災対策箇所における安定度調査）システ

ムにおける運用に関して，これまで蓄積されてきた既往

の点検結果を用いて分析し，その適用性について考察し

た．さらに，これらの結果を用いた確率統計分析等によ

り，現行の危険度評価システムの補完的な手法を提案し

た．本研究により得られた成果を以降に要約する． 

1） 対象管内における既往安定度調査結果の分析による

と，道路防災点検で対象とされている主な現象（盛

土，落石・崩壊，擁壁，土石流および橋梁基礎洗 

 

START

新たな評価システムによる危険度評価

（定量的な評価システム）

対応方針

対応方針の意志決定

各評価結果の見直し

本評価システム（提案式より求まる評
点）を活用した対策優先順位の決定

END

既往防災
点検結果

既往評価結果との比較

問題有

対策不要

要対策

問題無

 

図-8 今回提案する新たな危険度評価システムの運用方法 

掘）において，現行の安定度調査表により算出され

た最終評点と対応方針（対策必要性の有無等）との

間の関係性について，更なる高度化が望まれること

が分かった． 

2） 盛土の道路防災点検において最も重要視（重みが高

い）されている要因に関して，今回の対象管内にお

ける安定度調査表内の傾向は，実際に運用されてい

る危険度評価（安定度調査）結果の傾向と異なるこ

とが確認された． 

3） 既往の危険度評価（安定度調査）結果を対象に，確

率統計分析（重回帰分析）および変数減少法を用い

て，新たな危険度評価システムおよび対策優先度検

討手法を提案した．  
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